
障害年金の受給要件に該当します

＊症状が固定化＝傷病が治った、または症状が長期にわたって安定し、医療効果が望めなくなった場合も含まれます

初診日から１年６ヶ月経過
（または症状が固定化＊）
するまで待ちましょう。

20歳になるまで
待ちましょう。
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障害手当金の受給要件
に該当します

初診日の前日において、
初診日がある月の2ヶ月前
までの直近１年間で保険料
を納めていますか？

初診日に65歳未満
でしたか？

１級または２級、もしくは
初診日が厚生年金の方は
３級の状態ですか？

はい

はい

はい

はい

はい

はい
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いいえ初診日の前日において、
初診日のある月の前々月までの
３分の２以上の期間で保険料
を納めていますか？

65歳前に１級または２級、
もしくは初診日が厚生年金の
方は３級の状態になりました
か？（請求は 65歳の誕生日
の前々日まで）

もともとある障害と新たな
障害を合わせることで、
65歳前に初めて１級または
２級の状態になりましたか？

いいえ

初診日に20歳以上
でしたか？

いいえ

初診日から１年６ヶ月経過
（または症状が固定化＊）して
いますか？

初診日のときに
厚生年金に加入
していましたか？

初診日から
5 年以内に症状が固定し、 
障害手当金の障害の 状態
（※）になりましたか？

いいえ




